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1 10/3 要項ｐ4
4利用料金に関する事
項について

（1）「指定管理者は、あらかじめ市
長が定める基準に従い、利用料金を
減額し、又は免除することができま
す。」とあります。市長が定める基
準について教えて下さい。また、し
なくても良いということでしょう
か？

使用料金の減額又は免除の基準は、
「湯沢市社会体育施設減免取扱い基
準」に基づき、市が定めるもので
す。指定管理者はこの基準に従い、
市の承認を得た場合に限り利用料金
の減額又は免除を行うことができま
す。なお、減免の実施は必須ではな
く、該当する申請があった場合に、
市と協議のうえ対応していただくも
のです。

2 10/3 要項ｐ4 5指定管理料について

「急激な物価上昇が生じた場合は別
途協議します」
とあり要求水準書ｐ18（9）リスク分
担表で「物価の変動は分担（協
議）」と記載されています。
過去の実績から経費を算出されてい
るかと思いますが
最低賃金や保守委託料など何％上昇
すればなど協議に当たっての具体的
な数字はありますか？
また、要求水準書ｐ14、エ指定管理
料の算定と支払い（イ）に指定管理
料の単年度上限額の記載があります
が、それを超えた場合、ご対応いた
だけますか？

物価変動等に伴う経費の増減につい
ては、個別の費目や上昇率を明確に
数値基準として定めているものでは
ありません。社会情勢や経済動向、
施設の運営実態等を総合的に勘案
し、指定管理者から協議の申し出が
あった場合に、市と協議のうえ対応
を検討します。なお、指定管理料の
単年度上限額を超える経費について
は、原則として市からの追加交付は
行いませんが、特段の事情がある場
合は別途協議とします。

3 10/3 要項ｐ8
１２指定管理候補者
の選定について

（1）ウ「事業計画の内容が、公の施
設の適切な維持及び管理並びに管理
に係る経費の縮減が図られるもので
あること。」また同ｐ13事業評価、7
②でも管理費削減に対する記述あり
ます。同ｐ14事業評価12④では市内
事業者の積極的な活用がうたわれて
います。市内外の業者に圧倒的な価
格差がある場合などどちらに優先順
位がありますか？

いずれも重要な評価項目であり、ど
ちらか一方を絶対的に優先するもの
ではありません。市内事業者の活用
は地域経済の活性化を目的とするも
のであり、合理的な範囲で積極的な
活用を期待しています。ただし、施
設運営に支障を来すほどの著しいコ
スト増となる場合は、総合的なバラ
ンスを踏まえて判断してください。

4 10/3
要求水準書
ｐ4

5業務の内容及び
要求水準について

パークゴルフ場の使用時間が月曜以
外の日：午前９時～午後９時となっ
ております。
現状、夜間は使用していないようで
すが、Ｒ８年度以降は行うというこ
とでしょうか？

現状では使用実績はほとんどありま
せんが、施設の利用状況や利用者
ニーズに応じて、指定管理者の判断
で夜間利用を実施することは可能で
す。ただし、利用促進策として夜間
営業を行う場合は、安全管理体制や
光熱費負担等も含め、市と事前に協
議してください。

5 10/3
要求水準書
ｐ5

エ優先使用の受付に
ついて

公益上特に必要と認められる場合の
使用申請予約については、市が示す
基準に従って・・」とあります。市
が示す基準について教えて下さい。
また、要項ｐ5に「維持管理運営費と
指定事業費から、利用料金等の収入
見込み額を差し引いた金額を指定管
理料の上限額」とあります。公益上
特に必要と認められる事業が多い場
合、収入見込み額が減少すると思い
ますが、その場合の使用料の補填は
ありますか？

公益上特に必要と認められる事業と
は、市や公共的団体が実施する行
事、地域住民の福祉増進に資する活
動等を指します。基準の詳細は市が
個別に判断し、指定管理者へ通知し
ます。これにより使用料収入が減少
した場合でも、原則として指定管理
料の増額や補填は行いません。ただ
し、著しく運営に支障を及ぼす場合
は、協議のうえ対応を検討します。
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6 10/3
要求水準書
ｐ11

（6）広報活動に関する
業務について

施設のPR、指定事業、自主事業等を
広く市民に周知するために
チラシ、HP、SNS、FMラジオ等による
広報活動を行うこと。
とありますが、様式６号参考収支計
画書に広告宣伝費の科目はありませ
ん。どの科目に予算措置しています
か？

本事業においては、広告宣伝費とし
ての明確な予算措置は行っておりま
せん。
まずは、指定管理料の上限額の範囲
内で、効果的かつ工夫を凝らした広
報活動に取り組んでいただくことを
想定しています。
なお、施設利用の促進等の観点から
特に必要と認められる場合は、その
内容や経費の妥当性について、市と
協議のうえ対応を検討します。
収支計画書には、広報に要する経費
を「その他経費」等の区分に含めて
記載していただいて差し支えありま
せん。


